
令和８(2026)年度 第１回みよし市まちづくり審議会 次第 

 

と き：令和８(2026)年６月８日（月） 

午後１時 30 分から 

ところ：みよし市役所 

４階 ４０１会議室 

 

１ あいさつ 

 

２ 審議事項 

みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況に関する事項 

（条例第１０条第２項第５号に基づく審議） 

 

３ 報告事項 

  「みよし市まちづくり基本計画」の中間見直しによる変更について 

 



１　特定開発事業
　(1)　受付件数及び処理状況等

　　①　構想届出書 単位：件

7 5 2 0
　　②　開発計画書 単位：件

　

19 16 0 3 0 50.0

0 0

　　③　協議後開発計画書 単位：件

　

16 16 0 0 0 0 63.0
　 ２　小規模開発事業

　(1)　受付件数及び処理状況

単位：件

0 0

　　④　工事完了届 単位：件 48 46 0 2 0

　(2)　小規模開発事業の内容

単位：件

16 2 0 0 14 194.0 10.0 0 土地利用誘導区域　　　　　　 　　内容 戸建て住宅 共同住宅 工場・倉庫 店舗 駐車場 農地改良 その他※1 合計

12 1 13
22 1 23

1 1 1 3
0

21 15 0 0 6 1 1
※1：令和６年度に開発計画書の受付があり、令和６年度中に完了しなかったもの 1 1 2
※2：令和６年度に開発計画書の受付があったもののうち、検査済証の交付件数は１７件 1 1
※3：令和６年度の工事完了届受付から検査結果通知までの平均日数は１５．７日 2 1 3

0
　(2)　特定開発事業（開発計画書が提出された案件）の内容 単位：件 1 1 2
土地利用誘導区域　　　　　　　　　　内容 宅地造成 共同住宅 工場・倉庫 店舗 駐車場 農地改良 その他※1 合　計 0

1 1 0
1 1 34 1 1 2 5 0 5 48

1 1 ※1：その他 住環境保全区域A：宅地分譲、　住環境保全区域B：クリニック建築、　住環境保全区域C・教育環境保全区域：宅地分譲

1 1 住環境保全区域C・集落居住区域・教育環境保全区域：資材置場、　集落居住区域：資材置場

0
0 ３　その他条例に基づく市長の事務に関する事項

1 1 2 　(1)　みよし市まちづくり土地利用条例第４５条

0 （特定開発事業を実施しようとする場合における第５章及び第６章の規定の適用）

1 1 2 単位：件

1 1
1 1 2

1 1
2 2 2 1 7

1 6 5 2 4 0 1 19
※1：その他 指定なし：資材置場への用途変更１件

令和７(2025)年度みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況

みよし市まちづくり土地利用条例の施行状況（令和７(2025)年４月１日～令和８(2026)年３月３１日受付分）は、
次のとおりです。
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中だった件数※１

住環境保全区域C・集落居住区域・教育環境保全区域

検査済証の交付 住環境保全区域B

住環境保全区域B・教育環境保全区域
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特定開発事業の内容 事業者（公的な団体）

0

30

26

30
33 32

29 28
26

22

26

37 38

26

19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

受
付
件
数

年度

特定開発事業における各年度の受付件数



「みよし市まちづくり基本計画」の中間見直し

による変更について

近年の社会情勢の変化や上位・関連計画（総合計画、みどりと景観計画等）の改定、本市の

施策方針等の変化を踏まえ、本市が将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるため令和

2(2020)年 3 月に改定した「みよし市まちづくり基本計画」（以下、「本計画」という。）の中間

見直しを行い、計画内容を変更します。

１ 本計画の性格

本計画は、みよし市の都市計画に関する基本的な方針として、まちづくりの目標、土地

利用の方針、都市施設等の整備の方針、自然環境保全の方針その他のまちづくりの方針を

明らかにするものです。

２ 変更のポイント

今回の改定では、まちづくりの全国的な情勢や本市を取り巻く状況等の変化を踏まえ、

主に以下をポイントとして中間見直しを図りました。

① 新市街地検討ゾーンの再配置（将来都市構造図の見直し）

本市では、令和６年３月に福谷広久伝地区を市街化区域編入しました。

また、将来都市構造に位置づけられている新市街地検討ゾーン（工業系）においては、

市南部の明知八和田山地区での検討を進めてきましたが、開発に伴う市街化区域への編

入が困難である状況となっています。

これらの状況を踏まえ、新市街地検討ゾーンの将来都市構造における位置づけを見直

す検討をした結果、新市街地検討ゾーン（住居系）として福谷広久伝地区を廃止し、新た

に福谷北地区を、新市街地検討ゾーン（工業系）として明知八和田山地区を廃止し、新た

に福田六反田地区を位置づけることといたしました。

② 必要な都市施設の追記

将来にわたって安定した火葬を提供できるように、火葬場に関する記述を追加しまし

た。

③ 社会情勢や上位・関連計画を踏まえた見直し

「第２次みよし市総合計画後期基本計画」や「第２次みよし市環境基本計画」など、上

位・関連計画の改定を踏まえ、本計画の方向性や内容との整合を確認し、適宜見直しを図

りました。



 

将来都市構造図（ゾーニング） 

「みよし市まちづくり基本計画」の新市街地検討ゾーン

の再配置（将来都市構造図の見直し）について 
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《地域の特性を生かし、安全で 

快適な『生活景観づくり』》 

 

・ 地域住民が主体と

なった景観づくり

の方針 

⇒ 

● 地区まちづくり計画の策定などによる、地域特有の景観の保

全やまちづくりへの活用 

● 屋外広告物の規制 

 

③環境衛生・環境美化の方針 

《環境負荷の少ない循環型の地域社会の構築》 

ごみの処理は現在、主に尾三衛生組合が運営する東郷美化センターで適正に行われて

います。しかし、人口の増加とともにごみは増え続けるため、分別の徹底による減量化

と、「リデュース※1」・「リフューズ※2」・「リユース」・｢リサイクル｣（４R）の実践によ

る再利用資源回収率の向上を図ります。併せて、ごみの計画収集の充実、リサイクルス

テーションの適正な管理運営や処理施設の運営など広域事業の維持に努めます。 

また、省エネルギーや再生可能エネルギーを推進するとともに、環境にやさしい自動

車利用促進や公共交通機関の整備と利用促進により、経済活動や生活水準を維持しつつ

温室効果ガス排出量を削減する脱炭素のまちづくりを目指します。 

なお、火葬場などの必要な供給処理施設は、適切な場所に配置します。 

 

 

《環境負荷の少ない循環型の 

地域社会の構築》 

 

・ 環境衛生・環境美化

の方針 

⇒ 

● ごみの適正処理と環境美化 

● 「４Ｒ」（「リデュース」・「リフューズ」・「リユース」・「リサ

イクル」）の推進 

● 省エネルギーや再生可能エネルギーの推進、環境にやさしい

自動車利用促進や公共交通機関の整備と利用促進 

● 火葬場などの必要な供給処理施設の適正な配置 

 

 
※１.リデュース：廃棄物発生の抑制、例）詰め替え容器に入った製品や簡易包装の製品を選ぶ、耐久性の高い製品や

省資源化設計の製品を選ぶ、など 
※2 リフューズ：不要なものの受け取り拒否、例）マイバックを持ち買い物袋の利用を断る、過剰な包装は断る、など 

□ 快適な暮らしの環境をコーディネートする 

□ 水と緑の環境を守り、未来へつなぐ 
□ 交通ネットワーク、公共交通を充実する 
□ 産業の発展と交流の促進によるにぎわいをつくる 

□ 安全で安心できる都市生活を確保する 
■ 参加と協働のまちづくりを進める 
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